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令和７年度の取組状況について 
 
１ まち美化事務所の市民サービスの向上に向けた取組推進 

（１）まち美化事務所とエコまちステーションが主体となった啓発活動 

   子ども服や陶磁器製の食器などのリユース会、小学校や児童館での環境学習会の開

催、大学と連携した文化祭でのフードドライブやリユース会の開催、地域イベントで

のパッカー車の積込み体験などを実施した。 

＜主な取組内容＞ 

事業名 実施場所 

子ども服のリユース会 
東部まち美化事務所、南部まち美化事務所、北区役

所、上京区役所、左京区役所、下京区役所、南区役

所、児童館など 

陶磁器製の食器のリユース会 東山区役所、京都外国語大学 

環境学習 児童館、中学校など 

パッカー車の積込み体験 児童館、こどもみらい館など 

別紙１ 京都外国語大学と連携した取組に係るチラシ 
 

（２）エコまちステーションの祝日取組の拡大 

   平日以外にも更なる資源物の排出機会の拡大を図るため、祝日を活用し、エコまち

ステーションの職員が地域に出向いて啓発と併せて資源物を回収する取組を令和７年

度から拡大し、全市で年間約１００回実施した。 

   市民の排出機会の増加や利用者拡大のため、商業施設での実施や地域イベントと連

携した取組を来年度も継続し、引き続き、平日では資源物を排出できない現役世代な

どを意識した取組を実施する。 

＜主な取組内容＞ 
 

実施内容 実施場所 

防鳥用ネット貸与、コミュニティ回収などの

各種申請やごみの分別・減量に係る説明・相

談受付、資源物の回収 

出張所、商業施設、中学校、小学校、 

幼稚園、公園など 

 
（３）小型金属類・スプレー缶及び陶磁器製食器の回収機会の拡充【新たな取組】 

   これまでは「小型金属類・スプレー缶」については、月に１回の定期収集に加えて、

週に１回、エコまちステーションで回収していた。また、「陶磁器製の食器」について

は、移動式拠点回収でのみで回収していたが、排出ニーズの高まりを受けて資源物排出

の利便性向上を図り、資源循環を一層促進するため、以下のとおり事務所での拠点回収

及び移動式拠点回収での回収機会を拡充した。 

品 目 令和７年度当初 拡充後 

小型金属類・

スプレー缶 

・定期収集(月１回) 

・エコまち回収(週１回) 

・定期収集(月１回) 

・エコまち回収(週１回) 

・事務所での拠点回収（令和７年１０月１日～） 

・移動式拠点回収（令和８年４月１日～） 

陶磁器製食器 
・移動式拠点回収 

 

・移動式拠点回収 

・事務所での拠点回収（令和７年１０月１日～） 
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（４）フードドライブの実施  

   本市と包括連携協定を締結（令和５年１１月）している明治安田生命保険相互会社

と連携し、家庭で余っている食品の寄付を受け付ける「フードドライブ」を６月（環

境月間）及び１０月（食品ロス削減月間）に、区役所・支所内の環境拠点「エコまち

ステーション」１４か所にて実施した。寄付を受け付けた全ての食品は、明治安田生

命保険相互会社に回収・運搬を担っていただき、市内でフードバンク活動をされてい

る２団体にお渡しした。 

また、京都市役所本庁舎（資源循環推進課）では６月から通年で実施している。 
 
＜寄付を受け付けた食品量＞ 

６月   ９７８点 

１０月 １，８６１点 
 

別紙２ 報道発表資料（フードドライブ（余剰食品の回収・寄付）実施結果（１０月））  

２ 委託事業者との連携 

（１）委託化の推進 

   ごみ収集運搬業務の更なる効率化と持続可能な体制の構築に向け、ごみ収集運搬業

務の民間委託化を進めている。令和９年度には７５％まで委託化を進める予定であ

り、令和７年度時点での委託化率は７１％となっている。 

  【委託率の推移】 

年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９(目標) 
委託化率 ６６％ ６８％ ７０％ ７１％ ７３％ ７５％ 

 

（２）委託事業者との連携 

   令和７年度は、収集危険困難箇所をテーマとして、委託事業者９社と本市による

「意見交換会」を７月、まち美化事務所を含めた「連絡調整会」を９月に開催した。

会議での意見などを踏まえ収集危険困難箇所である定点を移設するなどの業務改善を

行い、安全なごみ収集業務の維持を目指して取り組んだ。 

   また、災害時にも円滑にごみ収集業務を行うことができるよう、京都市生活環境事

業協同組合主催でＢＣＰ（業務継続計画）に係る研修会を開催し、本市からも「京都

市災害廃棄物処理計画」の説明を行うなど、災害時の連携体制を確認した。 
 

（３）従業員への教育システム 

   令和５年２月に京都市生活環境事業協同組合（委託事業者で構成）が市民に喜ばれ

持続可能なサービスを提供するための仕組みとして「スキル教育システム※」を策定

し、令和６年度から取組を進めている。 

※ 各社が独自で実施している従業員教育を知識レベル・実務レベルの両面からサポートする取組。 

   令和７年度においては「業務における使命感の醸成」という共通目標を設定し、京

都市生活環境事業協同組合を中心として、全従業員への社会的意義などに係る講習会

などの取組を行った。 
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  （令和７年度の京都市生活環境事業協同組合の共通目標と取組内容） 
    共通目標：業務における使命感の醸成 
    取組内容：全従業員に対する社会的意義及び委託事業者としての責任に係る講習会やＢＣＰ

（業務継続計画）を含めた災害対策及び事業継続体制の整備に向けた研修の実施。 
（令和７年度の各社の取組（抜粋）） 
 ○ 公栄運輸株式会社（評価対象事業者） 
  ・ 毎月１回の安全会議や年６回のグループ会議を通じて安全運転や安全作業について指導。 
  ・ 令和７年１１月に外部講師を招いて全運転手を対象に安全講習会を開催した。 
 ○ 有限会社関厚運輸（評価対象事業者） 
  ・ 全日本トラック協会主催の交通安全講習に参加。講習を受けるだけでなく、改めて社内で

振り返り講習を実施した。 
  ・ 出庫前ミーティングにおいて、ごみ収集業務に従事する運転手が実際に感じたヒヤリハッ

ト事例を共有し、安全意識の向上を図った。 
 ○ 京和産業株式会社（評価対象事業者） 
  ・ ＩＯＴ型ドライブレコーダーを導入し、運転手ごとの危険挙動を検知・警告することが可

能となった。運転傾向を可視化し、個別指導を行っている。 
  ・ 事故発生時や苦情受理時などの対応に係る基本姿勢や対応を現場巡回や会議などで確認し

ている。 
 ○ 京都かんきょう株式会社（京都市生活環境事業協同組合の事務局） 

    ・ 運行指示書に安全目標を各自記入させ、毎日の安全意識を向上させている。 
    ・ 車両の前後に加えて車内を録画可能なドライブレコーダーを導入し、事故発生時に運転手

及び収集員の挙動などを確認し、再発防止に活用する。 
    ・ 新たに現場に出る作業員に対し、座学を用いてごみの基礎知識や収集方法などに係る教育

を実施するほか、ベテラン作業員によるＯＪＴを行っている。 

 

３ ごみの適正排出の促進 

（１）プラスチック類の分別回収 

   令和５年４月から分別回収を開始したプラスチック類の収集量は、令和７年４月か

ら令和８年１月までの回収量が 10,102 トンとなっており、プラスチック製品分別回収

前からは 10.1％増加した。しかし、今回の市民アンケート調査結果では、約３割の方

がプラスチック類の分別収集の開始を知らなかったことから、引き続き、本市ホーム

ページやアプリ、市民しんぶん、啓発動画の公開、ＷＥＢやＳＮＳなど様々な媒体で

の周知・啓発を行い、更なる分別の推進に努める。 

 

（２）リチウムイオン電池について 

   リチウムイオン電池などの充電式電池や充電式電池内蔵の製品が全国的に家庭から

ごみと一緒に排出され、ごみ収集車やごみ処理施設での火災の原因となっていること

や、今回の市民アンケート調査結果で約１割の方が「リチウムイオン電池などを燃や

すごみやその他の市の収集日に排出している。」と回答していることから、引き続き、

啓発動画の上映や消防局との合同での街頭啓発を実施するとともに、令和７年８月１

日号の市民しんぶんでは、消防局、文化市民局と連携しリチウムイオン電池の適切な

分別・排出について啓発を実施するなど、様々なツールを活用して、適正排出のため

の分別ルールの周知徹底を実施した。 

   また、排出機会の拡大のため、これまで消防署などで回収を実施しており、加えて

令和７年７月からは新たに商業施設において小型の電化製品に特化した回収を実施す

るなど、回収拠点の拡大を進めている。 
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（３）イオン株式会社との連携について 

   イオングループのドラッグストアにおいてペットボトル等の資源物の分別回収拠点

の拡大を進めたほか、リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーや、ハンディ

扇風機などの購入の機会を捉えて、火災事故が多発していることや適正排出を周知で

きるよう、これらの売り場で案内する表示（スイングＰＯＰ）を掲出している。 

   また、リチウムイオン電池等の充電式電池・電化製品の安全な分別回収に向けた取

組として、令和７年７月１日からイオン京都洛南ショッピングセンターにおいて、充

電式電池を内蔵した電化製品のうち、小型の電化製品５品目（モバイルバッテリー、

加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、電気カミソリ、ハンディ扇風機）の回収を開始

した。 

本市としても日常の買物行動の中で捨てられる環境の整備は、重要であると考えて

おり、今後、この取組の効果や課題などを検証し、イオン系列の別店舗での同様のボ

ックス設置の拡大を検討する。また、４月から新たに本市の環境学習施設である、京

エコロジーセンター、さすてな京都にイオンの取組と同様の回収ボックスの設置及び

回収を予定している。 
 

（４）大型ごみインターネット受付の導入後の状況 

   インターネット受付の利用は、申込全体の約２５％となり年々増加している。シス

テムトラブルも特に発生しておらず、多くの方々に安定的に御利用いただいている。 
 

【令和７年度（１２月末時点）の利用状況】 

 受付件数 利用率 

電話 104,200 72.2％ 

インターネット 40,101 27.8％ 

計 144,301 100.0％ 

   

（参考）【令和６年度の利用状況】 

 受付件数 利用率 

電話 140,357 75.1％ 

インターネット 46,443 24.9％ 

計 186,800 100.0％ 

 

（５）学生への啓発 

   「学生のまち」である京都市においては、周知が届きづらい学生へのごみの分別に

係る周知徹底が必要である。引き続き、こごみネットやスマートフォンアプリ（さん

あ～る）の活用、市内の大学・短期大学、専門学校への分別ルールの啓発動画の配

布、留学生向けの生活ガイダンス、マンション管理会社を通じた情報伝達、映画館広

告などの機会を通じて、周知、啓発を実施した。 

   また、まち美化事務所職員が京都外国語大学に出向いて資源物回収及び陶磁器のリ

ユース会を実施するほか、期間限定ではあるが、京都大学に小型家電の回収ボックス

を設置するなど、ごみの分別への意識向上に取り組んでいる。 
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